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Sosa Information

「
タ
ク
シ
ー
利
用
券
」の
制
度
を
改
正

複
数
枚
の
使
用
が
可
能
に

　

市
内
循
環
バ
ス
の
補
完
事
業
と

し
て
平
成
27
年
度
か
ら
交
付
を
開

始
し
た
タ
ク
シ
ー
利
用
券
は
、
29

年
度
に
は
そ
れ
ま
で
市
内
に
限
っ

て
い
た
使
用
範
囲
を
隣
接
市
町
に

拡
大
し
ま
し
た
。
30
年
度
か
ら
は
、

１
か
月
当
た
り
の
交
付
枚
数
を
増

や
し
、
複
数
枚
を
使
用
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
で
利
便
性
の
向
上

を
図
り
ま
す
。

◆
助
成
額

　

１
枚
５
０
０
円
で
、
１
か
月
当

た
り
の
交
付
枚
数
は
３
枚
（
年
間

で
最
大
36
枚
・
総
額
１
万
８
０
０

０
円
分
）

◆
対
象

　

申
請
時
点
で
次
の
①
〜
⑤
の
条

件
全
て
を
満
た
す
人
が
対
象
で
す
。

①
市
内
居
住
者
で
本
市
の
住
民
基

本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
75
歳

以
上
の
人
で
あ
る
こ
と

②
運
転
免
許
証
の
交
付
を
受
け
て

い
な
い
こ
と

③
市
の
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
や

外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス
利
用
券
の
交

付
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

④
生
活
保
護
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

⑤
市
税
な
ど
の
滞
納
が
な
い
こ
と

◆
申
請
方
法

　

次
の
①
②
を
お
持
ち
の
上
、
市

役
所
１
階
環
境
生
活
課
ま
た
は
野

栄
総
合
支
所
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
請
に
当
た
っ
て
は
、

資
格
要
件
の
確
認
の
た
め
対
象
者

本
人
の
同
意
が
必
要
で
す
。

必
要
な
も
の
…
①
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
な
ど
対
象
者
の
氏

名
・
住
所
・
生
年
月
日
を
確
認
で

き
る
も
の
②
印
鑑

◆
有
効
期
間

　

平
成
31
年
３
月
末
ま
で

問
環
境
生
活
課
市
民
協
働
班

☎
73
・
０
０
８
８

　

市
で
は
、
運
転
免
許
証
を
持
た
な
い
高
齢
者
に
対
し
、
タ
ク
シ
ー

利
用
料
金
の
一
部
を
助
成
す
る
「
匝
瑳
市
地
域
交
通
利
用
券
」（
タ
ク

シ
ー
利
用
券
）
を
交
付
し
て
い
ま
す
。
利
便
性
の
向
上
の
た
め
制
度

の
見
直
し
を
行
い
、
１
回
の
乗
車
で
複
数
枚
を
使
用
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
り
ま
し
た
。

― 改正内容 ―
〇利用券１枚当たりの助成額は500円（改正
前は730円）、１か月当たりの交付枚数は３
枚（同２枚）としました。１回の乗車で複数
枚の使用が可能となり、額面を下げたことで、
複数枚使用する際に使いやすくなりました。

― 使 用 例 ―
■例１　タクシー料金が730円の場合
→利用券は1枚（500円分）使用。差額230円を
運転手に支払います。
■例２　タクシー料金が1,000円の場合
→利用券は２枚（1,000円分）使用。この場合
は、利用券だけで支払いが済みます。
■例３　タクシー料金が1,540円の場合
→利用券は３枚（1,500円分）使用。差額40円
を運転手に支払います。

※タクシー料金を超過して利用券を使用すること
はできません。

利便性の向上を図り見直しを
行った「タクシー利用券」

　４月６日（金）～15日（日）は「春の全国交通安全運
動」期間です。この時期は、新入学などで子どもたち
が不慣れな通学路を歩く機会が増え、事故が起こりや
すくなります。ドライバーは歩行者優先のルールを順
守し、また、歩行者自身もマナーを守って、共に交通
事故の防止に努めましょう。

　運動初日の６日（金）は、関係機関が一堂に会する「春の
全国交通安全運動出動式」を実施します。
時間…９時～　場所…市役所南側駐車場
※終了後、街頭啓発を実施します。

みんなで目指そう「運動の重点目標」
①子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交
通事故防止
②自転車の安全利用の推進
③全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正
しい着用の徹底
④飲酒運転の根絶

春 の 全 国 交 通 安 全 運 動４月４月
６６日～日～1515日日

～よくみせて ちいさなきみの
  　　　　　　おおきなて～

　４月10日（火）は「交通事故死ゼロを目指す日」です。こ
の日に向けたキャンペーンイベントを開催します。
日時…４月８日（日）10時～12時　場所…ふれあいパーク
八日市場　内容…千葉県警察音楽隊による演奏、子供運転
免許証のほか啓発グッズの配布

問環境生活課市民協働班☎73－0088

キャンペーンイベントを開催キャンペーンイベントを開催4
8 日

交
通
安
全
を
呼
び
掛
け
る
一
日
警
察
官

役
の
中
学
生（
昨
年
春
の
出
動
式
）
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加
入
が
有
利
と
は
な
ら
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。
選
択
は
任
意
で
す
。

詳
細
は
、
市
民
課
保
険
料
班
（
☎

73
・
０
０
８
６
）
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
駐
車
禁
止
規
制
の
適
用
除
外
、

自
動
車
税
な
ど
の
減
免

　

公
安
委
員
会
に
よ
る
駐
車
禁
止

規
制
の
除
外
指
定
を
表
す
標
章
が

交
付
さ
れ
ま
す
。
自
動
車
に
つ
い

て
も
、
自
動
車
税
お
よ
び
自
動
車

取
得
税
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

対
象
…
主
に
身
体
１
〜
３
級
、
療

育
Ⓐ
〜
Ａ
、
精
神
１
級
の
人
（
障

が
い
が
複
数
あ
る
場
合
は
各
障
が

い
で
判
断
。
障
が
い
区
分
に
よ
り

４
級
で
も
該
当
し
た
り
、
３
級
で

も
該
当
し
な
か
っ
た
り
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
）

◆
有
料
道
路
通
行
料
の
割
引

　

日
常
生
活
に
お
い
て
有
料
道
路

を
通
行
す
る
場
合
、
通
行
料
金
が

割
り
引
か
れ
ま
す
。

対
象
…
身
体
障
害
者
手
帳
の
所
持

者
（
障
が
い
者
本
人
以
外
が
運
転

す
る
場
合
で
も
、
身
体
障
害
者
手

帳
ま
た
は
療
育
手
帳
を
所
持
し
手

帳
に
「
第
１
種
」
と
記
載
の
あ
る

人
が
同
乗
す
る
場
合
は
対
象
）

◆
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
の
減
免

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
全
額
ま

た
は
半
額
免
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

対
象
…【
全
額
免
除
】
手
帳
所
持

者
が
い
る
世
帯
で
、
世
帯
員
全
員

が
住
民
税
非
課
税
世
帯
【
半
額
免

除
】
手
帳
１
級
（
身
体
の
場
合
は

２
級
含
む
）
を
持
っ
て
い
る
人
が

■
主
な
支
援
制
度

◆
医
療
費
の
助
成

　

重
度
心
身
障
が
い
者
が
医
療
機

関
を
利
用
し
た
場
合
、
助
成
に
よ

り
一
定
の
自
己
負
担
で
保
険
診
療

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

※
所
得
に
よ
る
制
限
が
あ
り
ま
す
。

対
象
…
65
歳
未
満
の
時
に
、
身
体

１
〜
２
級
ま
た
は
療
育
Ⓐ
〜
Ａ
を

取
得
し
た
人
（
65
歳
以
上
で
県
外

か
ら
の
転
入
者
は
対
象
外
）

◆
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
変
更

　

原
則
75
歳
以
上
の
人
が
対
象
の

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象
…
65
〜
74
歳
の
人
で
、
身
体

１
〜
３
級
（
音
声
・
言
語
機
能
ま

た
は
そ
し
ゃ
く
機
能
障
が
い
の
人

や
下
肢
障
が
い
の
人
の
一
部
は
４

級
も
該
当
）、
療
育
Ⓐ
〜
Ａ
、
精

神
１
〜
２
級
の
人

※
変
更
す
る
こ
と
で
保
険
料
な
ど

の
負
担
が
増
え
る
こ
と
も
あ
り
、

手
帳
所
持
者
は
ま
ず
ご
相
談
を

障
が
い
が
あ
る
人
へ
の
各
種
支
援

受
給
す
る
に
は
申
請
が
必
要
で
す

「
児
童
扶
養
手
当
」、

「
特
別
児
童
扶
養
手
当
」の
支
給

　

身
体
や
精
神
に
一
定
の
障
が
い
が
あ
り
、
身

体
、
精
神
、
療
育
の
各
障
害
者
手
帳
を
持
っ
て

い
る
人
に
対
す
る
各
種
支
援
制
度
を
紹
介
し
ま

す
。
制
度
に
よ
り
手
続
き
方
法
な
ど
が
異
な
り

ま
す
の
で
、
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど

で
子
ど
も
を
育
て
る
人
に
「
児
童

扶
養
手
当
」
を
、
一
定
の
障
が
い

の
あ
る
子
ど
も
を
育
て
る
人
に

「
特
別
児
童
扶
養
手
当
」
を
支
給

し
て
い
ま
す
。

　

手
当
を
受
給
す
る
に
は
、
父
母

ま
た
は
養
育
者
か
ら
の
申
請
が
必

要
で
す
の
で
、
市
役
所
１
階
福
祉

課
ま
た
は
野
栄
総
合
支
所
で
相
談

の
上
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
既
に
申
請
済
み
の
人
は
、
新
た

に
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
手
当
の
支
給
対
象

▽
児
童
扶
養
手
当

　

こ
の
手
当
は
、
次
の
①
〜
⑧
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童
を
監

護
し
て
い
る
父
ま
た
は
母
、
も
し

く
は
父
ま
た
は
母
に
代
わ
っ
て
そ

の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に
支

給
す
る
も
の
で
す
。

　

手
当
は
、
児
童
が
18
歳
に
達
し

た
年
度
末
ま
で
支
給
さ
れ
ま
す

（
心
身
に
一
定
の
障
が
い
が
あ
る

場
合
は
20
歳
に
達
す
る
ま
で
）。

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
②
父

ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
③
父
ま
た

は
母
に
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
④

父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か
で

な
い
⑤
父
ま
た
は
母
か
ら
引
き
続

き
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る
⑥

父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の
Ｄ

世
帯
主
で
、
か
つ
受
信
契
約
者
で

あ
る
世
帯
。
視
覚
障
が
い
、
聴
覚

障
が
い
の
あ
る
人
が
世
帯
主
で
、

か
つ
受
信
契
約
者
で
あ
る
世
帯

■
手
続
き
方
法

　

支
援
制
度
を
受
け
る
た
め
に
は
、

申
請
が
必
要
で
す
。
市
役
所
１
階

福
祉
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
他
、
公
共
交
通
機
関
を
利

用
す
る
場
合
に
料
金
が
割
引
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
福
祉
課
☎
73
・
０
０
９
６

Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た
⑦
父
ま
た

は
母
が
法
令
に
よ
り
引
き
続
き
１

年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
⑧
母
が

未
婚
で
あ
る

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

こ
の
手
当
は
、
身
体
や
精
神
に

一
定
の
障
が
い
の
あ
る
児
童
を
監

護
し
て
い
る
父
母
ま
た
は
養
育
者

に
支
給
す
る
も
の
で
す
。

　

手
当
は
、
児
童
が
20
歳
に
達
す

る
ま
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

◆
手
当
が
支
給
さ
れ
な
い
例

　

両
手
当
と
も
、
国
内
に
住
所
が

な
い
と
き
や
児
童
福
祉
施
設
に
入

所
し
て
い
る
と
き
な
ど
、
一
定
の

事
由
に
該
当
す
る
場
合
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
所
得
に
よ
り
、

支
給
が
制
限
ま
た
は
停
止
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
福
祉
課
☎
73
・
０
０
９
６
、
野

栄
総
合
支
所
☎
67
・
３
１
１
１

　障害者手帳（身体・精神・療育）には住
所や氏名などが記載されていますが、これ
らに変更があったときは、変更手続きが必
要です。お持ちの手帳を確認し、住所や氏
名などの表記が現在の表記と異なっている
場合は、必ず下記まで連絡してください。

問福祉課☎73－0096

各種障害者手帳の記載は各種障害者手帳の記載は
正しいですか？正しいですか？
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